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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　隅部で天井材の板材に対しレール状の化粧材を固定するための建材取付部材であって、
　１枚の金属板を加工して形成され、基部とフック部と立ち上がり部と係合部とを一体的
に有し、
　前記基部は壁材の固定箇所へビスで固定可能な取付孔を有し、
　前記フック部は天井材の板材の端部に取付可能に前記基部から直角に折れ曲がって形成
され、
　前記立ち上がり部は前記基部から折れ曲がって形成され、前記化粧材の内側に収容可能
な高さを有し、
　前記係合部は前記化粧材の縁部内側に弾力的に係合可能に前記立ち上がり部から折れ曲
がって形成されていることを、
　特徴とする建材取付部材。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、床材、天井材、壁材、化粧材、屋根下地材などの建材を固定するための建材
取付部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来の建材取付部材として、フックを有し、そのフックを天井梁のリップ部に係合して
、受材に固定した取付片に止めねじで締め付けることにより、受材を天井梁に固定できる
ようになっているものがある（例えば、特許文献１参照）。この従来の建材取付部材は、
建材の組付、分解を容易にすることができる。
【０００３】
【特許文献１】特開平８－４２１６８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の建材取付部材では、フックで引っ掛け、止めねじで締め付けて固
定するようになっているため、止めねじが緩むとガタツキを生じやすいという問題点があ
った。
【０００５】
　本発明は、このような従来の問題点に着目してなされたもので、建材の組付、分解を容
易にしながら、ガタツキを生じにくい建材取付部材を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に関し、第１の建材取付部材は、建材と弾力的に係合するための係合部と、固定
箇所への取付部とを一体的に有することを特徴とする。係合部および取付部は、１枚の金
属板を加工して形成されることが好ましい。
【０００７】
　第１の建材取付部材は、取付部を固定箇所へ取り付け、係合部を建材と弾力的に係合さ
せて使用する。係合部は、建材を弾力的に固定し、建材の組付、分解を容易にしながら、
建材のガタツキを生じにくくすることができる。
【０００８】
　本発明に関し、第２の建材取付部材は、端部に凹部を有する板材を固定箇所に取り付け
るための建材取付部材であって、取付部と脚部と立ち上がり部と係合部とを一体的に有し
、前記取付部は固定箇所へビスで固定可能な取付孔を有し、前記脚部は前記取付部を固定
箇所に対し弾力的に支持するよう前記取付部の両端から折れ曲がって形成され、前記立ち
上がり部は前記脚部の一方から折れ曲がって形成され、前記係合部は前記立ち上がり部か
ら折れ曲がって形成されて前記凹部に配置可能な大きさを有し、端部に前記凹部に弾力的
に係合可能な折れ曲がり部を有することを、特徴とする。
【０００９】
　第２の建材取付部材は、取付部の取付孔にビスを挿入し、取付部をビスで固定箇所に固
定する。取付部は、脚部により固定箇所に弾力的に支持される。立ち上がり部を２枚の板
材で挟み、係合部を各板材の凹部に配置する。係合部は、凹部に弾力的に係合して各板材
を固定箇所に押さえ付け、固定する。これにより、板材を固定箇所に弾力的に固定し、板
材の組付、分解を容易にしながら、板材のガタツキを生じにくくすることができる。
【００１０】
　第２の建材取付部材は、レール状部材と係合可能な摺動材を有し、前記取付部は前記摺
動材とともに前記レール状部材に対し摺動可能に前記取付孔で前記摺動材にビスにより固
定されていることが好ましい。この場合、固定箇所にレール状部材を固定しておく。摺動
材をレール状部材と係合させ、レール状部材に対し摺動させる。板材を固定する位置でビ
スを締め付け、取付部を摺動材とともに固定する。こうして、板材の固定位置をレール状
部材に沿って１列に揃えることができる。
【００１１】
　上記目的を達成するために、請求項１の本発明に係る建材取付部材は、隅部で天井材の
板材に対しレール状の化粧材を固定するための建材取付部材であって、１枚の金属板を加
工して形成され、基部とフック部と立ち上がり部と係合部とを一体的に有し、前記基部は
壁材の固定箇所へビスで固定可能な取付孔を有し、前記フック部は天井材の板材の端部に
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取付可能に前記基部から直角に折れ曲がって形成され、前記立ち上がり部は前記基部から
折れ曲がって形成され、前記化粧材の内側に収容可能な高さを有し、前記係合部は前記化
粧材の縁部内側に弾力的に係合可能に前記立ち上がり部から折れ曲がって形成されている
ことを、特徴とする。
【００１２】
　請求項１の本発明に係る建材取付部材では、基部を隅部に沿わせて、フック部を板材の
端部に取り付ける。基部の取付孔にビスを挿入し、基部をビスで固定箇所に固定する。立
ち上がり部をレール状の化粧材の内側に収容し、係合部を化粧材の縁部内側に弾力的に係
合させる。これにより、隅部で板材に対し化粧材を弾力的に固定し、化粧材の組付、分解
を容易にしながら、化粧材のガタツキを生じにくくすることができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明に係る建材取付部材では、建材の組付、分解を容易にしながら、建材のガタツキ
を生じにくくすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、図面に基づき本発明の各種実施の形態について説明する。
　図１～図６は、本発明の概念を示す実施の形態を示している。
　図１および図２に示すように、建材取付部材１０は、所定の板材１を床下地材などの固
定箇所２に取り付けるために使用される。所定の板材１は、端部に凹部３を有し、取付面
の端部に切欠部４を有し、端部に凹部３と切欠部４とを連通させる溝部５を有している。
取り付ける板材１は、床材、天井材、壁材、化粧材、屋根下地材など板状のいかなる建材
であってもよい。建材取付部材１０は、１枚の金属板を加工して形成され、取付部１１と
脚部１２と立ち上がり部１３と係合部１４とを一体的に有する。
【００１９】
　取付部１１は、固定箇所２へビス１５で固定可能な取付孔１６を有する。脚部１２は、
取付部１１を固定箇所２に対し弾力的に支持するよう取付部１１の両端から１５０度程度
の角度に折れ曲がって形成される。各脚部１２は、同じ長さを有する。立ち上がり部１３
は、脚部１２の一方の端部から折れ曲がって形成される。立ち上がり部１３は、取付部１
１に対し１００度程度の角度をなしている。係合部１４は、立ち上がり部１３から中央部
１４ａおよび両側部１４ｂ，１４ｃの３つに分かれている。中央部１４ａおよび両側部１
４ｂ，１４ｃは、立ち上がり部１３から交互に反対側に９０度程度の角度で折れ曲がって
形成される。中央部１４ａおよび両側部１４ｂ，１４ｃは、凹部３に配置可能な大きさを
有し、端部に凹部３に弾力的に係合可能な折れ曲がり部１７を有する。折れ曲がり部１７
は、中央部１４ａでは固定箇所２の側に折れ曲がり、両側部１４ｂ，１４ｃではその反対
側に折れ曲がっている。折れ曲がり部１７は、急角度で折れ曲がっていても、丸みを帯び
て折れ曲がっていてもよい。立ち上がり部１３に連続する脚部１２および取付部１１の一
部１８は、立ち上がり部１３を境に反対側に山状に折れ曲がって脚部１２を形成している
。
【００２０】
　次に作用を説明する。
　建材取付部材１０を用いた建材取付施工方法では、取付部１１の取付孔１６にビス１５
を挿入し、取付部１１をビス１５で床下地材などの固定箇所２に固定する。取付部１１は
、脚部１２により固定箇所２に弾力的に支持される。立ち上がり部１３を２枚の板材１で
挟んで溝部５に配置し、係合部１４を各板材１の凹部３に配置する。取付部１１および脚
部１２は、切欠部４に配置する。係合部１４は、凹部３に弾力的に係合して各板材１を固
定箇所２に押さえ付け、固定する。これにより、図３に示すように、板材１を固定箇所２
に弾力的に固定し、板材１の組付、分解を容易にしながら、板材１のガタツキを生じにく
くすることができる。なお、図３で、建材取付部材１０の位置を〇で示す。従来の施工方
法は、釘打ち込み施工のため、リサイクルが不可能であったが、建材取付部材１０を用い
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て施工すれば、建材を傷つけることなく施工することができ、増改築などのときリサイク
ルが可能で、産業廃棄物を減少させることができる。
【００２１】
　建材取付部材１０は、図４および図５に示すレール状部材１９と係合可能な摺動材２０
を有していてもよい。レール状部材１９には、カーテンレールのように縁部１９ａが内側
に突出しているものが用いられる。レール状部材１９には、取付孔１９ｂが形成されてい
る。レール状部材１９は、野縁、間柱などに用いることができる。取付部１１は、摺動材
２０とともにレール状部材１９に対し摺動可能に取付孔１６で摺動材２０にビス１５によ
り固定される。摺動材２０は、両端が折れ曲がって縁部１９ａと係合しやすくなっている
。
【００２２】
　この建材取付部材１０を用いた建材取付施工方法では、図６に示すように、大引きなど
の固定箇所２１に緊結ビス２２でレール状部材１９を固定しておく。摺動材２０をレール
状部材１９と係合させ、レール状部材１９に対し摺動させる。板材１を固定する位置でビ
ス１５を締め付け、取付部１１を摺動材２０とともに固定する。こうして、板材１の固定
位置をレール状部材１９に沿って１列に揃えることができる。なお、建材取付部材１０は
、図８に示すように用いられてもよい。
【００２３】
　次に、本発明の第１の実施の形態について説明する。
　図７は、本発明の第１の実施の形態を示している。
　建材取付部材３０は、所定の板材１（図２および図５参照）を固定箇所に取り付けるた
めに使用される。所定の板材１は、図２に示すように、端部に凹部３を有し、取付面の端
部に切欠部４を有し、端部に凹部３と切欠部４とを連通させる溝孔５を有している。取り
付ける板材１は、床材、天井材、壁材、化粧材、屋根下地材など板状のいかなる建材であ
ってもよい。建材取付部材３０は、１枚の金属板を加工して形成され、支持部３１と係合
部３２とを一体的に有する。
【００２４】
　支持部３１は、レール状部材１９（図４および図５参照）の縁部１９ａと係合可能な切
欠３３を側部に有する。レール状部材１９には、カーテンレールのように縁部１９ａが内
側に突出しているものが用いられる。係合部３２は、支持部３１から中央部３２ａおよび
両側部３２ｂ，３２ｃの３つに分かれている。中央部３２ａおよび両側部３２ｂ，３２ｃ
は、支持部３１から交互に反対側に９０度程度の角度で折れ曲がって形成される。中央部
３２ａおよび両側部３２ｂ，３２ｃは、板材１の凹部３（図２参照）に配置可能な大きさ
を有し、端部に凹部３に弾力的に係合可能な折れ曲がり部３４を有する。折れ曲がり部３
４は、中央部３２ａでは支持部３１の側に折れ曲がり、両側部３２ｂ，３２ｃではその反
対側に折れ曲がっている。
【００２５】
　次に作用を説明する。
　建材取付部材３０を用いた建材取付施工方法では、固定箇所にレール状部材１９を固定
しておく。切欠３３をレール状部材１９の縁部１９ａと係合させ、支持部３１をレール状
部材１９に対し摺動させて板材１を固定する位置まで移動させる。これにより、板材１の
固定位置をレール状部材１９に沿って１列に揃えることができる。支持部３１を２枚の板
材１で挟んで溝部５に配置し、係合部３２を各板材１の凹部３に配置する。取付部１１お
よび脚部１２は、切欠部４に配置する。係合部３２は、凹部３に弾力的に係合して各板材
１を固定箇所２に押さえ付け、固定する。これにより、板材１を固定箇所２に弾力的に固
定し、板材１の組付、分解を容易にしながら、板材１のガタツキを生じにくくすることが
できる。
【００２６】
　次に、本発明の第２の実施の形態について説明する。
　図８は、本発明の第２の実施の形態を示している。
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　建材取付部材４０は、天井または床の隅部で板材１Ａに対しレール状の化粧材４１を固
定するために使用される。レール状の化粧材４１には、カーテンレールのように縁部４１
ａが内側に突出しているものが用いられる。化粧材４１は、プラスチック製の廻り縁から
成る。板材１は、床材、天井材など板状のいかなる建材であってもよい。建材取付部材４
０は、１枚の金属板を加工して形成され、基部４２とフック部４３と立ち上がり部４４と
係合部４５とを一体的に有する。
【００２７】
　フック部４３は、板材１Ａの端部に取付可能に基部４２から直角に折れ曲がって形成さ
れる。立ち上がり部４４は、基部４２の端部および中央の開口部から折れ曲がって形成さ
れ、化粧材４１の内側に収容可能な高さを有する。係合部４５は、化粧材４１の縁部４１
ａの内側に弾力的に係合可能に立ち上がり部１３から山状に折れ曲がって形成される。な
お、化粧材４１は、床、天井に隙間を作らないようにするため、縁部４１ａの高さが基部
４２から係合部４５までの高さより厚くなっている。
【００２８】
　次に作用を説明する。
　建材取付部材４０を用いた建材取付施工方法では、基部４２を隅部に沿わせて、フック
部４３を板材１Ａの端部に引っ掛けて取り付ける。基部４２の取付孔にビス４６を挿入し
、基部４２をビス４６で壁材などの固定箇所２Ａに固定する。化粧材４１を建材取付部材
４０に押し付けて、立ち上がり部４４をレール状の化粧材４１の内側に収容し、係合部４
５を化粧材４１の縁部４１ａの内側に弾力的に係合させる。これにより、隅部で板材１Ａ
に対し化粧材４１を弾力的に固定し、化粧材４１の組付、分解を容易にしながら、化粧材
４１のガタツキを生じにくくすることができる。
【００２９】
　なお、建材取付部材４０ａのように、フック部４３が基部４２から直角に折れ曲がり、
さらに折り返すように直角に折れ曲がっていてもよい。この場合、壁材などの固定箇所２
Ａの端部をフック部４３で挟み込んで、建材取付部材１０を壁に取り付けることができる
。建材取付部材１０は、巾木４７の取付けに適している。
【００３０】
　次に、本発明の第３の実施の形態について説明する。
　図９は、本発明の第３の実施の形態を示している。
　建材取付部材５０は、壁などの固定箇所２Ｂなどにレール状の化粧材５１を固定するた
めに使用される。レール状の化粧材５１には、カーテンレールのように縁部５１ａが内側
に突出しているものが用いられる。化粧材５１は、見切り化粧材として用いられる。建材
取付部材５０は、１枚の金属板を加工して形成され、取付部５２と立ち上がり部５３と係
合部５４とを一体的に有する。
【００３１】
　取付部５２は、固定箇所２Ｂへビス５５で固定可能な取付孔を有する。立ち上がり部５
３は、取付部５２の両端から折れ曲がって形成され、化粧材５１の内側に収容可能な高さ
を有する。係合部５４は、化粧材５１の縁部５１ａの内側に弾力的に係合可能に立ち上が
り部５３から山状に折れ曲がって形成される。
【００３２】
　次に作用を説明する。
　建材取付部材５０を用いた建材取付施工方法では、取付部５２の取付孔にビス５５を挿
入し、取付部５２をビス５５で固定箇所２に固定する。化粧材５１を建材取付部材５０に
押し付けるようにして、立ち上がり部５３をレール状の化粧材５１の内側に収容し、係合
部５４を化粧材５１の縁部５１ａの内側に弾力的に係合させる。これにより、化粧材５１
を弾力的に固定し、化粧材５１の組付、分解を容易にしながら、化粧材５１のガタツキを
生じにくくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
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【図１】本発明の概念を示す実施の形態の建材取付部材の斜視図である。
【図２】図１の建材取付部材の使用状態を示す断面図である。
【図３】図１の建材取付部材の使用位置を示す斜視図である。
【図４】図１の建材取付部材のレール状部材への取付状態を示す斜視図である。
【図５】図１の建材取付部材をレール状部材に取り付けた使用状態を示す断面図である。
【図６】レール状部材の配置を示す平面図である。
【図７】本発明の第１の実施の形態の建材取付部材の（Ａ）正面図、（Ｂ）右側面図であ
る。
【図８】本発明の第２の実施の形態の建材取付部材の使用状態を示す断面図である。
【図９】本発明の第３の実施の形態の建材取付部材の使用状態を示す断面図である。
【符号の説明】
【００３４】
　１０，３０，４０，５０　建材取付部材
　１１　取付部
　１２　脚部
　１３　立ち上がり部
　１４　係合部
　１５　ビス
　１６　取付孔
　１７　折れ曲がり部
　１９　レール状部材
　２０　摺動材

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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